
1 
 

出典：裁判所ホームページ（https://www.courts.go.jp）の裁判例情報をもとに作成 
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裁判年月日 平成 9 年 7 月 1 日 原審裁判年月日 平成 5 年 11 月 29 日 

法廷名 最高裁判所第三小法廷   

裁判種別 判決   
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判示事項 一体として利用されている二筆の借地のうち一方の土地上にのみ借地権者所有

の登記されている建物がある場合において両地の買主による他方の土地の明渡

請求が権利の濫用に当たるとされた事例 

裁判要旨 丁戊二筆の土地の借地権者甲が、ガソリンスタンドの営業のために、丁地上に

登記されている建物を所有して店舗等として利用し、隣接する戊地には未登記

の簡易なポンプ室や給油設備等を設置し、右両地を一体として利用していて、

戊地を利用することができなくなると右営業の継続が事実上不可能となり、甲

が右ポンプ室を独立の建物としての価値を有するものとは認めず登記手続を執

らなかったこともやむを得ないと見られ、他方、右両地の買主乙には将来の土

地の利用につき格別に特定された目的は存在せず、乙が売主の説明から直ちに

甲は使用借主であると信じたことについては落ち度があるなど判示の事情の下

においては、乙が右両地を特に低廉な価格で買い受けたものではなかったとし

ても、乙の戊地についての明渡請求は、権利の濫用に当たり許されない。 

 

全 文 

主    文 

 原判決中、上告人敗訴の部分を破棄する。 

 前項の部分につき、被上告人の控訴を棄却する。 

 控訴費用及び上告費用は被上告人の負担とする。 

理    由 

上告代理人菅德明の上告理由第二点について 

一 原審の適法に確定した事実関係の概要は、次のとおりである。 

 １ 被上告補助参加人（以下、単に「補助参加人」という。）は、昭和二四年一〇月に、Ｄ

から、東京都新宿区ａ町ｂ番ｃの土地の一部を購入した。同土地部分については、その後昭和

二五年一一月三〇日までの間に、同所旧ｂ番ｄの土地と同番ｅの土地に分筆登記手続がされ

た上、補助参加人への所有権移転登記手続がされた。なお、旧ｂ番ｄの土地は、公道に面して

いたが、同番ｅの土地は、袋地であり、公道への出入りには旧同番五の土地を利用することが

必要であった。 

 ２ 補助参加人は、昭和二六年八月八日、その兄であるＥ並びに弟であるＦ及びＧと共に、

上告会社を設立し、Ｆがその代表取締役に、Ｅ及びＧがその取締役に、当時既に弁護士資格を

取得していた補助参加人がその監査役にそれぞれ就任し、補助参加人は上告会社との間に顧

問契約も締結した。上告会社は、旧ｂ番ｄの土地上にあった補助参加人所有の建物を使用して

石油額の販売業を開始し、昭和二九年七月ころには、同土地の地下に石油の貯蔵槽を設置し
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て、同土地及びこれに隣接し上告会社がＨから賃借していた同所旧ｂ番ｆの土地の一部にお

いて、ガソリンスタンドの営業を開始した。なお、右建物は、その後改築された。 

 ３ 旧ｂ番ｄの土地は、昭和四二年四月二六日、ｂ番ｄの土地と同番ｇの土地に分筆され、

後者は首都高速道路公団に高速道路用地として譲渡された。これに伴い、上告会社は、同年一

二月ころ、従来旧ｂ番ｄ及び同番ｅの各土地上にあった建物を取り壊した上、補助参加人の承

諾を得て、ｂ番ｅの土地上に三階建ての本件建物を建築し、その一、二階部分をガソリンスタ

ンドの営業に使用し、その三階部分は、補助参加人の区分所有とし、同人はこれを法律事務所

として使用するようになった。そして、その後の昭和四四年四月二一日、本件建物の一、二階

部分について、上告会社名義での所有権保存登記手続がされた。なお、上告会社は、昭和三七

年以降、補助参加人に対し、土地の利用の対価を支払うようになっていたが、昭和四二年当時

の額は、一年当たり四八万円であった。 

 ４ 昭和六一年当時、ｂ番ｅの土地上には、前記のとおり本件建物が存在したが、公道に面

するｂ番ｄの土地は、給油場所として使用されており、地下に数基の石油貯蔵槽が存在したほ

か、地上には昭和五三年に建てられた床面積四・九六平方メートルのポンプ室が存在した。も

っとも、ポンプ室については登記手続は執られていなかった。ちなみに、上告会社は、昭和四

九年一二月、Ｈから、従来同人から賃借してきた土地部分（分筆登記を経て、ｂ番ｆの土地と

なっていた。）を購入し、ここに洗車機等の設備を設置してガソリンスタンドの営業に利用し

ていた。そして、上告会社は、昭和六一年五月までに、補助参加人に対し、同年一月以降の同

人所有の土地の利用の対価として、合計九〇万円を支払っていた。 

 ５ ところで、補助参加人とＦら他の兄弟との間には、右昭和六一年ころから、上告会社の

経営方針をめぐって意見の対立が見られる状態になっていたところ、補助参加人は、同年五月

八日、被上告会社との間で、ｂ番ｄ及び同番ｅの各土地並びに本件建物の三階部分の区分所有

権を代金合計一〇億八五一一万円で被上告会社に売却する旨の売買契約を締結し、同月九日、

その旨の所有権移転登記手続も行われた。この際、被上告会社は、上告会社が右各土地上でガ

ソリンスタンドの営業をしていること並びにこれらの上に本件建物及びポンプ室が存在する

ことを知っていたが、補助参加人から、上告会社は補助参加人との使用貸借契約に基づいて土

地を利用しているにすぎない旨の説明を受けて、これを信じ、上告会社に対して問い合わせは

行わず、本件建物の一、二階部分について上告会社名義で所有権保存登記がされていることを

確認したのみであった。なお、右売買契約の代金額は、右各土地の当時の価格と比較すると、

低廉ではあったものの、これと大きく隔たるものではなかった。 

 二 本件は、補助参加人からｂ番ｄ及び同番ｅの各土地を買い受けた被上告会社 

が、右各土地を占有している上告会社に対し、所有権に基づき本件建物のうち一、二階部分等

の収去及び土地の明渡しを請求している事案である。 

 原審は、前記事実関係の下において、次の理由で、被上告会社のｂ番ｅの土地に関する本件

建物の一、二階部分の収去及び同土地明渡しの請求を棄却すべきものとし、ｂ番ｄの土地に関

するポンプ室等収去及び同土地明渡しの請求を認容した。 

 １ 補助参加人と上告会社との間においては、遅くともｂ番ｅの土地上に本件建物が建築

された昭和四二年一二月ころ、右土地及びｂ番ｄの土地について、上告会社のガソリンスタン

ド経営のため、堅固の建物である本件建物の所有を目的とする賃貸借契約が黙示的に締結さ

れた。 

 ２ そして、ｂ番ｅの土地については、被上告会社が補助参加人から同土地を買い受けた当

時、その上に上告会社が所有権保存登記をしていた本件建物の一、二階部分を所有していたか
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ら、上告会社は右借地権をもって被上告会社に対抗することができるが、ｂ番ｄの土地につい

ては、その上に上告会社名義により登記済みの建物が存在しなかったから、上告会社は右借地

権をもって被上告会社に対抗することはできない。 

 ３ ところで、補助参加人と上告会社の代表者であるＦは兄弟であり、しかも、補助参加人

は、弁護士で、上告会社の監査役でもあり本件建物の三階部分に法律事務所も開設していたの

であるから、被上告会社において、上告会社は補助参加人との使用貸借契約に基づき土地を占

有しているものであるとの補助参加人の説明を信じたのは、当然であったといえる。補助参加

人と被上告会社との間の売買契約の代金額は、当時の価格を下回るものであったが、これは、

買主である被上告会社において本件建物等の収去を行うこととされた結果であって、被上告

会社は、ｂ番ｄの土地上に上告会社名義により登記済みの建物が存在しなかったため借地権

をもって対抗されることはないのを奇貨として、低廉な価格で前記各土地を取得したのでは

ない。上告会社は、公道に面するｂ番ｄの土地の利用ができなくなることによって、ガソリン

スタンドの施設ないし機能を維持することはほとんど不可能となり、著しい不利益を被るが、

被上告会社も、上告会社の関係者である補助参加人の言動により、ｂ番ｅの土地について上告

会社の借地権による制限を甘受せざるを得なくなるという不測の事態に陥っているのであ

る。そうすると、被上告会社が前記借地権につき対抗要件の欠けることを主張することが許さ

れないいわゆる背信的悪意者に当たるとはいえず、また、被上告会社のｂ番ｄの土地について

の明渡請求が権利の濫用に当たるともいえない。 

 三 原審の右二２の判断は是認することができるが、二３の判断は是認することができな

い。その理由は、次のとおりである。 

 建物の所有を目的として数個の土地につき締結された賃貸借契約の借地権者が、ある土地

の上には登記されている建物を所有していなくても、他の土地の上には登記されている建物

を所有しており、これらの土地が社会通念上相互に密接に関連する一体として利用されてい

る場合においては、借地権者名義で登記されている建物の存在しない土地の買主の借地権者

に対する明渡請求の可否については、双方における土地の利用の必要性ないし土地を利用す

ることができないことによる損失の程度、土地の利用状況に関する買主の認識の有無や買主

が明渡請求をするに至った経緯、借地権者が借地権につき対抗要件を具備していなかったこ

とがやむを得ないというべき事情の有無等を考慮すべきであり、これらの事情いかんによっ

ては、これが権利の濫用に当たるとして許されないことがあるものというべきである。 

 これを本件について見るに、ｂ番ｄの土地は、上告会社の経営するガソリンスタンドの給油

場所及びその主要な営業用施設の設置場所として、上告会社の本店である本件建物の存在す

るｂ番ｅの土地と共に営業の用に供されていたのであり、これらの土地は社会通念上相互に

密接に関連する一体として利用されていたものということができ、仮に上告会社においてｂ

番ｄの土地を利用することができないこととなれば、ガソリンスタンドの営業の継続が事実

上不可能となることは明らかであり、上告会社には同土地を利用する強い必要性がある。その

反面、買主である被上告会社には、これらの土地の将来の利用につき、格別に特定された目的

が存在するわけではない。そして、被上告会社は、ｂ番ｄの土地の右のような利用状況は認識

しつつも、補助参加人の説明により、上告会社は右各土地を補助参加人との間の使用貸借契約

に基づいて占有しているにすぎないと信じ、本件の明渡請求に及んだものである。なるほど、

補助参加人は上告会社の監査役であり、弁護士でもある上、上告会社の代表者等と血縁関係に

あったというのであるから、被上告会社において補助参加人の上告会社の経営事情に関する

発言の内容を信ずることもあり得ないではなかったといえる。しかしながら、営利法人である
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上告会社が、右各土地上に堅固の建物である本件建物を建築し、既に長期にわたりガソリンス

タンドの営業を継続してきていたとの事情に照らし、被上告会社において、補助参加人の説明

のみから、上告会社の右各土地の占有権原が権利関係の不安定な使用貸借契約によるものに

すぎないと信じ、上告会社がその営業の廃止につながる右各土地の明渡しにも直ちに応ずる

と考えたのであるとすると、そのことについては、なお、落ち度があったというべきである。

他方、上告会社は、ｂ番ｄの土地には、登記手続の対象にはならない地下の石油貯蔵槽や地上

の給油施設のほか、ポンプ室を有していたにすぎず、右ポンプ室の規模等に照らし、上告会社

が、これを独立の建物としての価値を有するものとは認めず、登記手続を執らなかったことに

ついては、やむを得ないと見るべき事情があったものということができる。そうすると、上告

会社においてｂ番ｄの土地をｂ番ｅの土地と一体として利用する強度の必要性が存在し、右

につき事情の変更が生ずべきことも特段認められない本件においては、被上告会社が右各土

地を特に低廉な価格で買い受けたのではないことを考慮しても、なおその上告会社に対する

ｂ番ｄの土地についての明渡請求は、権利の濫用に当たり許されないものというべきである。 

 四 右と異なる解釈の下に、上告会社のｂ番ｄの土地に対する明渡請求が権利の濫用には

当たらないとした原審の判断は、法令の解釈適用を誤ったものであり、この違法は原判決の結

論に影響を及ぼすことが明らかである。この点をいう論旨は理由があり、その余の論旨につい

て判断するまでもなく、原判決中上告会社敗訴の部分は破棄を免れない。そして、前記説示に

徴すれば、被上告会社の本件請求はすべて理由がないことに帰し、これと結論を同じくする第

一審判決は正当であるから、右部分に対する被上告会社の控訴は理由がなくこれを棄却すべ

きものである。よって、民訴法四〇八条、三九六条、三八四条、九六条、八九条に従い、裁判

官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 

（裁判長裁判官 千種秀夫 裁判官 園部逸夫 裁判官 大野正男 裁判官 尾崎行信 裁

判官 山口繁） 

 

 

※参考：判例タイムズ 950 号 107 頁、判例時報 1614 号 63 頁、金融商事判例 1029 号 3 頁 


